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女性技術者の活躍推進について（通知） 

 

 

交通局建設工務部では建設業における女性技術者の活躍の場を広げる取組として、工

事現場に女性技術者を配置した場合の取扱いについて以下のとおり定める。 

  

１．女性技術者の配置 

配置できる技術者は、現場代理人、主任（監理）技術者又は※担当技術者とする。 

 また、配置は受注者からの希望があった場合のみとする。 

 

※担当技術者とは 

主任（監理）技術者のもとで工程管理、品質管理その他の技術上の管理や技術上 

の指導監督を補佐し、当該工事に専任する技術者 

 

２．対象工事 

   建設工務部が起工するすべての工事（他部との合併工事を含む） 

 

３．配置条件 

   受注者と女性技術者には、３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある者を 

配置すること。 

 

４．取組への評価 

   条件１、２を満たした場合には（１）により工事成績評定の評価対象とするこ 

とができる。 

   また、条件１、３を満たした場合には（２）により建設工務部長の表彰対象と 

することができる。 

    条件１：全工期で女性技術者を１人以上配置すること。 

条件２：女性技術者が中心となって行った取組みがあること。 

   条件３：工事成績評定が７０点以上であること。 

 

 



（１）工事成績評定 

女性技術者を配置したことを理由とする評価ではなく、女性技術者の活躍に注 

目しながら評価に値する項目があった場合には、社会的貢献などで評価を行うこと

とする。 

 

 ●評価項目と評価例 

【技術力の発揮 － 11 周辺住民等に対する騒音、振動等の配慮】 

 障害者や幼児のいる家庭へのきめ細かい対策の結果、一度も苦情は無かった。 

  【創意工夫と熱意 － 12 安全教育、ミーティング、安全パトロール】 

   毎月女性安パトを実施し、見落としがちな安全通路等の不備を多数改善した。 

  【社会的貢献 － 3 定期的な・・・現場見学会・・・】 

 女子学生等が中心の現場見学会を開催し女性技術者活躍の場をアピールした。 

 

（２）建設工務部長表彰 

   表彰対象の選定は、「交通局建設工務部優良工事等公表等実施要領」に基づき行 

うものとするが、女性技術者が配置された工事が表彰された場合は、表彰状に「女 

性技術者の活躍推進に貢献した」旨の内容を明記することとする。 

 

５．実施の流れ 

（１）発注時 

特記仕様書へ次の事項を記載する。 

女性技術者の活躍推進 

建設業における女性技術者の活躍の場を広げる取組として、現場の技術者(現

場代理人、主任（監理）技術者又は担当技術者に女性技術者を配置し一定の成

果を収めた場合に工事成績評定の評価や建設工務部長の表彰を行うものとす

る。 

 このため、担当技術者に女性技術者を配置した場合は統一１６様式を用いて監督

員に通知すること。 

【参考】https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/about/contract/construction/ 

 

（２）契約後 

   女性技術者の配置を確認する。確認方法は、受注者から提出される統一１６様 

式（別紙１参照）により行う。 

受注者は、女性技術者を担当技術者として配置する場合には、工事契約後すみ

やかに別紙１により、女性技術者の配置について通知する。 

 

（３）完了後 

   女性技術者を配置した結果、一定の成果を収めた場合は工事成績評定で評価を 

行う。 

また、部長表彰の推薦工事（成績評定点７０点以上）に女性技術者が配置され



ている場合には、推薦理由に「女性技術者の活躍推進に取組んだ」旨を記入する

こと。 

 

６．適用日 

平成３１年１月以降起工する案件から適用 

 

 

【連絡先】 計画改良課技術管理担当  栗本・湯川（直）5320-6236 

（内）47-241 



 


